
 

自主防災組織活動助成金 
交付申請等手続の手引 

【令和７年度版】 



はじめに                                   
 この手引では、助成金の手続や、交付対象となる物品について掲載しています。提出が必要な
書類についても記入例を掲載しておりますので、内容をご確認のうえ、手続を進めてください。 
 手引に掲載されていない事項について疑問が生じた場合は、担当職員までご相談ください。 
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手引及び各申請書類の様式は、
京都市消防局ホームページからダ
ウンロードしていただけます。 

また、電子申請による申請等も
可能です。 

 

交付申請等手続の手引 交付申請書類 電子申請 



 
 

１ 自主防災組織活動助成金について 
交付目的                                      

自主防災組織が実施する防災活動を支援、促進することを交付の目的としています。また、

必要な事項を、京都市自主防災組織活動助成金交付要綱に定めていますので、要綱も合わせ

て参照してください。 

交付対象                                      
自主防災組織が平常時に実施する各種防災訓練や防災知識の普及啓発活動、その他自主防

災組織の運営等に関することを対象として交付します。 

助成金は、自主防災会ごとに、年間５０，０００円を限度としています。また、市税等の貴

重な財源で賄われており、一定の厳格性が求められることから、交付対象に制限を設けてい

ます。 

 助成金の交付対象は、別表のとおりです。物品の備蓄のみを目的とした物品購入等につい

ては対象外となっています。 

注意事項                                      

領収書等の提出 
実績報告の際、物品等の購入状況がわかる領収書やレシートの写しの提出が必要となり

ます。領収書には、下記の内容が記載されていることを十分確認のうえ、記載漏れがない

ように、購入される店舗等に必要事項をお伝えください。 

＜必要事項＞ 

□ 宛名（自主防災会名もしくは自主防災会名と会長名） 

□ ただし書き（物品の内容や個数） 

商品代など物品の内容が判別できない記載は NG 

□ 発行日（原則として交付決定後から活動実施日までの日付） 

バスの庸車等、活動後の日付となる場合は、ただし書きにバスを庸車した日や納

品日等を記載してください。 

公共交通機関（路線バス、地下鉄、各種鉄道）を利用した場合は、領収書の取得が困難

であることが見込まれるため、自主防災組織で必要事項を記録し、活動結果報告書に詳

細を記入してください。 
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税率が異なる物品等について 
食料品など一部の物品等に軽減税率（８％）が適用されます。 

ボランティア保 険 の加 入  
自主的に行った防災活動中の事故又はけが等を補償するために加入されるボランティ

ア保険については、助成金を使用することができます。ボランティア保険の加入につい

ては、京都府社会福祉協議会等の団体が扱うボランティア保険を参照いただくほか、担

当職員にご相談ください。 

本市が主催又は共催する訓練等については、京都市消防団員等公務災害等補償条例に

よる補償の対象となります。 

補償の種類については、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償（年金又は、

一時金）、介護補償、遺族補償（年金又は、一時金）、葬祭補償の７種類です。 

弁当等の食事代 
  弁当等の食事代に助成金を使用する場合は、次の３つの条件を全て満たす必要があり

ます。 

・活動時間が４時間（休憩時間を含む）以上であること。 

・活動時間に一般的な食事の時間帯が含まれていること 

・活動時間内の食事であること。 

団体割引等の適用 
  団体割引等の適用を受けることが可能な場合は、必ず利用してください。 

防災士資格取得費用 
京都府防災士養成事業（令和５年度〜令和８年度）に係る防災士資格取得費用のう

ち、受講者負担分（受験料・認証登録料）を交付対象とします（防災士研修センターや

京都建築専門学校等で実施されている養成講座を個人的に受講される費用は対象外）。 

使 い捨 てプラスチックの削 減  
 使い捨てプラスチックの削減に向けた取組を推進するため、使用を控えるように努め

てください。 
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自主防災組織活動助成金の主な交付対象 

消火用具 避難所運営 救護用具 

消火バケツ 

投てき水パック 

その他訓練で使用する消火用具類 

簡易トイレ 

照明器具 

避難所用仮設材 

発電機・ポータブル電源 

ガソリン 

灯油 

パーティション 

折り畳みテーブル 

ポップアップテント 

寝袋 

災害用マット 

毛布 

その他訓練で使用する避難・避難

誘導器具類 

三角巾 

タオル 

テント 

レスキューシート 

人工呼吸用マウスシート 

包帯 

ガーゼ 

体温計 

その他訓練で使用する救護用具類 

救出用具 

ショベル・スコップ 

担架 

はしご 

バール 

ハンマー 

リヤカー 

ロープ類 

ジャッキ 

のこぎり 

つるはし 

斧 

その他訓練で使用する救出用具・

工具類 

給食給水用具 

カセットコンロ・カセットボンベ 

ＬＰガス 

木炭 

食品加熱袋・発熱材 

保温材 

その他訓練で使用する給食給水用具

類 

情報収集・伝達用具 

メガホン・拡声器類 

トランシーバー 

ホイッスル 

音響機器類 

その他訓練で使用する情報収集・

伝達用具類 

その他訓練用品 

給食給水食料・食材［☆］ 
手指消毒剤・除菌スプレー 

カセットガス暖房器具 

脚立 

シート類・テープ類・袋類 

土嚢・水嚢 

設営用資材 

石灰 

熱中症対策用品 

発煙筒 

ラミネーター・フィルム 

収納ボックス 

ウェットシート 

その他訓練で使用する物品類 

非常用給水バッグ 

ストレッチフィルム・ラップ 

米 

アルファ化米 

乾パン 

即席麺 

保存食ビスケット・クッキー 

缶詰 

レトルト食品 

氷 

その他訓練用食料・食材類 

被服 

雨具 

ジャンパー 

ゼッケン・ビブス・腕章 

手袋類 

ビブス 

ヘルメット 

帽子 

マスク 

その他訓練・研修で使用する被覆類 飲料［☆・◎］ 

水・お茶・清涼飲料水 広報・普及啓発 

組織運営 
広報用媒体 

回覧板 

標識 

用紙 

拍子木 

ちょうちん 

パトロール用信号灯 

使い捨てカイロ 

花火（手持ち花火） 

ローソク 

その他広報・啓発類 

会議・研修 

ボランティア保険料 

通信機器・ライセンス料 ※１ 

印鑑（自主防災会用） 

インク 

乾電池 

現像費用 

文具・事務用品 

はがき・封筒・切手 

コピー印刷 

その他組織運営に要する費用 

スクリーン・プロジェクター 

ホワイトボード 

施設入館料［☆］ 

会場使用料 

講師謝礼［★］ 

交通費（庸車費用含む。）※２ 

資料印刷 

食事（弁当・飲食店）［◆］ 

防災士資格取得 

その他会議・研修に要する費用 

注 上表に記載されている事項であっても、活動で使用せず専ら備蓄を目的とする又は個人の所有物となる

物品等については、助成金の交付対象外です。  

別表 
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＜数量基準等＞ 

物品等の数量は、必要最小数を基準としています。 

付加条件 

・☆印は、参加人数以下とします。 

・★印は、１回当たり１０，０００円以下とします。 

・◎印は、１人当たり１８０円以下とします。 

・◆印は、１人当たり１，０００円以下とします。 
 

＜その他＞ 

※１ 自主防災会名で契約する、団体向けのプランであり、ソフトウェア等の内容が自主防災

組織の運営目的に合致し有効であると認められるもの。 

※２ 団体割引が使用できる際は活用するとともに、最も合理的な経路及び方法を使用し、経

路が２以上の場合、利便性を優先し、利便性に大差がない場合は経済性を優先します。 
 

・ 研修やイベントに参加する際の交通費を申請する場合は、研修やイベントに参加したこと

が証明できるもの（例：パンフレット、チケットの半券、当日の配布資料等）を提出する必

要があります。ただし、京都市市民防災センターを団体予約で利用された場合は不要です。 

・ 通信機器の購入を検討されている場合は、目的や用途について、事前相談が必要になりま

すので、担当職員にご相談ください。 

なお、通信サービスの年間基本料、月次の使用料（データ通信料等）については、助成金

の交付対象外です。 

・ 別表に記載している物品等は、購入だけではなく活動時に使用するレンタルについても、

自主防災組織活動助成金の交付対象となります。ただし、レンタルについては、年度内かつ

単年の契約に限り助成金の交付対象となります。 

交付対象 交付対象外 
 

 ４月  ３月  

  レンタル期間   

  レンタル期間   

  レンタル期間   

 

＜助成金の対象にできないもの＞ 

虚偽、その他不正の手段で活動助成金の交付を受けたとき、又は市長等の承認を受けないで、

補助金等の交付の目的に反して使用等をしたときは、交付した活動助成金の全部又は一部の返還

を求める場合があります。 

・ 別表に記載のないもの 

・ 数量基準等を上回るもの 

・ 自主防災組織の活動の促進に直接結び付かない経費（お土産、記念品及び参加景品など） 

・ 助成金交付申請前に支出された経費 

・ 高額なもの(１物品当たり５万円(税込)以上のもの。（交通費は除く。）) 

・ 一般的な価格（小売店などでの販売価格）から大きく逸脱した高額な経費 

・ 特定の個人に提供するための物品の購入 

・ 交付対象外の経費と明確に区別できないもの（光熱水費、電話代、管理費、車のガソリン代

など） 

・ 申請する自主防災組織の役員に対する謝礼 

・ 慶弔費、交際費、自治組織等への会費及び寄付 
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京都市自主防災組織活動助成金交付事務フローチャート 
 自主防災会長 消防署長等 消防局 

交
付
申
請 

 

 

 

変
更
承
認
申
請 

   

実
績
報
告 

  

精
算 

   

返納金がある場合は 
※の手続が必要です。 

受理 内容審査 

受領 

自主防災組織活動助成金実績報告書
（第７号様式） 
自主防災組織活動結果報告書（第８号
様式）【最終期限︓翌年度４月３０日】 

最終活動日から３０日以内に提出 

受理 内容審査 

交付確定 
自主防災組織活動助成金交付
確定通知書（第９号様式） 

受領 

自主防災組織活動助成金変更承認申
請書（第４号様式） 
通常は活動日の１６日前までに提出 

経由 

受理 

変更承認 
自主防災組織活動助成金変更
承認決定通知書（第５号様式） 受領 

経由 

経由 

経由 

自主防災組織活動助成金交付申請書
（第１号様式） 
通常は活動日の１６日前までに提出 

交付決定 
自主防災組織活動助成金交付
決定通知書（第２号様式） 

内容審査 

請求書（第３号様式の１） 
もしくは、 

請求書（第３号様式の２） 
受領 

助成金受領 

支払通知書受領 

支払通知書と印鑑（請求書に押印した
もの）を持参し、市役所へ 

市役所会計室出納担当 
（受付 平日 9 時〜16 時） 

※返納通知書を送付 

経由 

※返納手続 

活動計画に追加や変更が生じた場合 

精算書（第１０号様式） 受領 

精算処理 ※返納通知書領収書の写し 

助成金に係る全活動が終了 

※ 交付金額に変更があった場合は、必要な手続を行ってください。 
助成金額が追加された場合は請求が、返納がある場合は金融機関で返納手続が必要です。 

支払事務 
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２ 交付申請 
交付申請の流れ【申請から助成金受領まで】                               

交付申請について 自主防災組織活動助成金交付申請書（第１号様式） 

 

交付決定通知書受領 自主防災組織活動助成金交付決定通知書（第２号様式） 

 

交付請求 請求書（第３号様式の１及び第３号様式の２） 

 

助成金受領 

  

  

最初の活動日の１６日前までに、申請書を消防署へ提出してくだ
さい。当該年度の４月１日から５月３１日までに活動を実施する場
合は、最初の活動日までに提出してください。 

また、年度当初からボランティア保険に加入される場合は、事前
の払込みが必要なため、払い込む前に申請してください。 

注１ 年間の活動計画が決まっておらず、年度当初にボランティア保険料 
のみを申請する場合は、他の活動計画が決定した後、変更承認申請書 
を提出してください。 

２ 代表者や規約が変更となった場合は、役員名簿や規約の添付が必要です。 
３ 経費の支出については、原則として交付決定日から活動実施日まででなけれ

ばなりません。 
助成金の主な交付対象については別表のとおりです。 

別表に記載のない事項は、消防署の担当者にご相談ください。 

 提出された交付申請書は、消防局で審査をします。 
 審査が終了すれば、交付決定通知書を発行しますので、必ず保管
してください。 

交付決定通知書を受領すれば、請求書を消防署へ提出して
ください。 

年度当初にボランティア保険料等について交付決定を受けた後、
変更承認申請を提出して追加交付を受けようとする場合は、変更承
認決定通知書を受理した後に一括して請求することが可能です。 

 請求書を提出してから、約２週間で助成金を受領でき
ます。 
 各書類に不備があった場合は、助成金を交付すること
ができません。 
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交付申請書記入要領                                     
  

令和〇  〇〇 〇〇 

京都市〇〇区〇〇通○○番地 

〇〇学区自主防災会 

会長 京消 太郎 

０７５  〇〇〇  ○○○○ 

令和〇 

￥ ５ ０ ０ ０ ０ 

令和〇  〇〇  〇〇 

25,000 円 

10,000 円 

15,000 円 

総合防災訓練 

防災研修会 

ボランティア保険、自主防災会総会、 
防火見回り、消防出初式参加 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

￥ ５ ０ ０ ０ ０ 

令和〇  〇〇   

１

2 3 

4 

5 

6 

7 

9 

8 
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記入時の注意点 

① 助成金を使用する最初の活動日（⑥の開始年月日）の１６日前までに申請してください。 
ただし、当該年度の４月１日から５月３１日までに活動を実施する場合、申請書の提出

は最初の活動日までです。 

② 住所は「京都市」から記入してください。 

③ 自主防災会の正式名称（学区や地区、校区などの記入の有無を含む）、役職名、代表者
の氏名、電話番号（携帯電話でも可）を記入してください。 

④ 申請される年度を記入してください。 

⑤ 助成金の支出予定金額の合計と同一の金額を、金額の頭書に￥マークを付けて記入して
ください。 

⑥ 開始年月日を記入してください。 
４月１日からボランティア保険等に加入される場合は、４月１日と記入してください。 

⑦ 実施内容に合う項目のチェックボックスに✓印を記入し、実施内容及び助成金支出予定
金額を記入してください。 

⑧ ⑦の助成金支出予定金額の合計と、助成金を使用する最後の活動予定年月を記入してく
ださい。ボランティア保険に加入される場合は、保険期間の終期を記入してください。 

⑨ 内容を確認しチェックボックスに✓印を記入してください。添付する書類がある場合は
該当する番号に○印を記入してください。  
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交付決定通知書（第２号様式）                            

受領すれば、自主防災会名等、記載事項を確認してください。  

■■ ■■ 
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３ 交付請求・助成金受領 
請求書記入要領【口座振替用】                                     
  

令和〇 〇〇 〇〇 

〇〇学区自主防災会 会長 京消 太郎 

〇〇学区自主防災会 会計 京消 花子 

\５００００ 

京都市〇〇区〇〇通○○番地 

〇〇銀行 △△支店 
✓ 

１２３４５６7 

マ ル マ ル ガ ッ ク ジ シ ュ ボ ウ サ イ カ イ カ イ 
ケ イ キ ョ ウ シ ョ ウ ハ ナ コ  

１

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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記入時の注意点 

① 交付決定通知書（又は変更承認決定通知書）に記載されている助成金の金額を算用数字
で丁寧に記入してください。  

金額の頭書に￥マークを必ず記入してください。金額は訂正不可のため、間違えた場合
は、全て書き直してください。 

なお、既に請求している場合は、追加交付を受けようとする金額を記入してください。 

② 請求年月日を記入してください。交付決定通知書（又は変更承認決定通知書）の交付決
定日前の日付は認められません。 

必ず、最終活動日より前に請求してください。 

③ 住所は「京都市」から記入してください。 

④ 自主防災会の正式名称・代表者の役職・代表者の氏名を楷書で丁寧に記入してください。
誤字、なぞり書き、修正液による訂正は不可です。 

⑤ 金融機関名、店舗名は正式名称、口座番号を記入し、預金種目にチェックしてください。
（近年、統廃合等があり店舗名が変更になっている可能性がありますので、十分ご確認く
ださい。） 

⑥ フリガナは正確に記入してください。 
口座名義は、自主防災会名、役職名、氏名で登録してください。（会長以外に副会長、会

計の方の名義でも可） 
なお、既に登録されている口座名義が自主防災会名だけでも、差し支えありません。 

13



請求書記入要領【窓口払い用】                                     
  

令和〇 〇〇 〇〇 

〇〇学区自主防災会 
会長 京消 太郎 

\５００００ 

京都市〇〇区〇〇通○○番地 

１

2 

3 

4 5 

6 

京
消 

窓
口
払 
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記入時の注意点 

① 交付決定通知書（又は変更承認決定通知書）に記載されている助成金の金額を算用数字
で丁寧に記入してください。  

金額の頭書に￥マークを必ず記入してください。金額は訂正不可のため、間違えた場合
は、全て書き直してください。 

なお、既に請求している場合は、追加交付を受けようとする金額を記入してください。 

② 請求年月日を記入してください。交付決定通知書（又は変更承認決定通知書）の交付決
定日前の日付は認められません。 

必ず、最終活動日より前に請求してください。 

③ 住所は「京都市」から記入してください。 

④ 自主防災会の正式名称・代表者の役職・代表者の氏名を楷書で丁寧に記入してください。
誤字、なぞり書き、修正液による訂正は不可です。 

⑤ 窓口払の場合は、押印が必要です。「○○自主防災会会長之印」でも差支えありません。
（ただし、「○○自主防災会之印」は代表者の印と認められません。） 

⑥ 窓口払を希望される場合は、右側の空白部分に「窓口払」と鉛筆書きで記入してくださ
い。 

 

支払日が決定すると支払通知書が送付されます。 
支払通知書と印鑑（請求書に押印した印鑑）を持参し、京都市役所分庁舎（消防局本部

庁舎西隣）１階の会計室出納担当でお受け取りください。 

窓口事務取扱時間は平日の午前９時から午後４時までとなっています。 
ただし、午後３時から午後４時までの間に受取を希望する場合は、会計室出納担当へ連

絡する必要があります。 
（出納管理担当 ０７５－２２２－３６７５） 
 

窓口払で助成金を受け取る際、自主防災組織活動助成金交付決定通知書を市役所にお持
ちいただいても助成金を受け取ることはできません。 

窓口払で助成金を受け取るためには、請求書を作成し提出した後、代表者の自宅へ送付
される支払通知書と請求書に押印した印鑑が必要となりますので御注意ください。 
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４ 変更承認申請 
変更承認申請の流れ                                     

変更承認申請について 自主防災組織活動助成金変更承認申請書（第４号様式） 

 

変更承認決定通知書受領 自主防災組織活動助成金変更承認決定通知書（第５号様式） 

 

  

次の場合は、変更承認申請書の提出が必要です。 
・計画していた活動を全て中止し、活動に係る経費が発生してい

ない場合 
・新たに活動を計画した場合 

新たに実施する活動日の１６日前までに消防署へ提出してくだ
さい。当該年度の４月１日から５月３１日までに新たな活動を実
施する場合は、新たに実施する活動日までに提出してください。 

注１ 気象警報の発令や感染症の拡大、地震等による大規模災害の発生等、やむを
得ない理由で計画していた活動が全て中止となった場合、必要物品の購入等、
事前に発生した経費については、助成金を使用することができます。 

この場合、変更承認申請書の提出は不要です。実績報告時の自主防災活動結
果報告書（第８号様式）に中止になった旨を記入して提出してください。 

２ 計画していた活動の一部が中止となった場合についても、変更承認申請書の
提出は不要です。 

３ 年度当初にボランティア保険料等を申請した場合、当該年度の他の活動計画
が決定した後、変更承認申請書を提出してください。 

４ 新たに活動を追加する場合でも、当初計画していた最後の活動終了から３０
日以内に変更承認申請書を提出できない場合は、実績報告書の提出が必要で
す。精算手続後に再度交付申請が必要になりますので、留意してください。 

 提出された申請書は、消防局で審査をします。 
 審査が終了すれば、変更承認申請に対する決定通知書を発行し
ます。 
 先に交付した交付決定通知書を上書きするための通知書ではあ
りませんので、交付決定通知書と合わせて保管してください。 

17



変更承認申請書記入要領                               

  

令和〇 〇〇 〇〇 

京都市〇〇区〇〇通○○番地 
〇〇学区自主防災会 
会長 京消 太郎 

０７５ 〇〇〇 ○○○○ 

令和〇 
 〇  〇 〇〇 

￥ ５ ０ ０ ０ ０ 

￥ ５ ０ ０ ０ ０ 

￥ ０ 

￥ ５ ０ ０ ０ ０ 

✓ 

✓ 

令和〇 〇〇 〇〇 

25,000 円 

✓ 

✓ 

総合防災訓練 

防災研修会 

ボランティア保険、自主防災会総会、防火見回り 

消防出初式参加 

 5,000 円 

20,000 円 

１

令和〇  〇〇 

2 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

〇 
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記入時の注意点 

① 追加しようとする活動のうち、最初の活動日（⑥の年月日）の１６日前までに申請して
ください。 

ただし、当該年度の４月１日から５月３１日までに活動を実施する場合、申請書の提出
は最初の活動日までです。 

② 住所は「京都市」から記入してください。 

③ 自主防災会の正式名称、役職名、代表者の氏名、電話番号（携帯電話でも可）を記入し
てください。 

④ 交付決定通知書に記載されている年月日及び番号、申請される年度を記入してください。 
変更承認を２回以上申請する場合は、当初の交付決定通知書に記載されている年月日と

番号ではなく、前回分（一つ前）の変更承認決定通知書に記載されている年月日と番号を
記入してください。 

⑤ 金額の頭書に￥マークを付けて、既に交付決定を受けている金額、追加交付を受ける金
額、変更承認後の金額を記入してください。 

⑥ 変更後最初の活動日を記入してください。 

⑦ 交付対象となる活動のチェックボックスに✓印を記入し、実施内容及び助成金支出予定
金額を記入してください。 

継続欄には、交付申請時から変更がない活動、中止欄には中止する活動、追加欄には追
加する活動を記入してください。 

⑧ ⑦の助成金支出予定金額の合計と、最後の活動予定年月を記入してください。 

⑨ 内容を確認し、チェックボックスに✓印を記入してください。 
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変更承認決定通知書（第５号様式）                          

受領すれば、自主防災会名等、記載事項を確認してください。 
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5 実績報告 
実績報告の流れ【活動終了から精算まで】                               

実績報告について 自主防災組織活動助成金実績報告書（第７号様式） 
自主防災組織活動結果報告書（第８号様式） 

 

交付確定通知書・返納通知書 自主防災組織活動助成金交付確定通知書（第９号様式） 

 

精算書の提出 自主防災組織活動助成金精算書（第１０号様式） 

 

 

 

  

助成金を使用する全ての活動（ボランティア保険の契約期間を含
む）が終了すれば、最後の活動日から３０日以内に報告書を提出し
てください。 

参加人数や購入物品等を詳細に記入する必要があります。 
領収書等に基づいて書類を作成してください。 

提出された実績報告書は、消防局で審査をします。 
審査が終了すれば、交付確定通知書を発行します。 
交付確定通知書を受領したら、精算書を提出してください。 
返納が必要な場合は、返納通知書を送付します。 

助成金の主な交付対象については別表のとおりです。 

交付確定通知書を受領したら、本通知書の日付もしくは、それ
以降の日付で、精算書を提出してください。 

返納が必要な場合は、返納通知書も送付しますので、金融機関
で返納金を返納した後、精算書と返納通知書領収書の写しを提出
してください。 

精算書を提出いただけましたら、今年度の助成金事務は終了で
す。 

22



実績報告書記入要領                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
記入時の注意点 

① 助成金を使用した最後の活動日から３０日以内に報告書を提出してください。 

② 住所は「京都市」から記入してください。 

③ 自主防災会の正式名称、役職名、代表者の氏名、電話番号（携帯電話でも可）を記入し
てください。 

④ 助成金を使用した年度を記入してください。 

⑤ 助成金の支出金額を、金額の頭書に￥マークを付けて記入してください。 

⑥ 残額がある場合は、残額を記入し、支出金額と合わせて申請された金額と同額であるか
確認してください。 

残額がない場合は、「￥０」を記入してください。 

⑦ 添付書類欄の該当番号に○印を記入してください。 

  

令和〇  〇〇  〇〇 

京都市〇〇区〇〇通○○番地 

〇〇学区自主防災会 

会長 京消 太郎 

０７５ 〇〇〇 ○○○○ 

令和〇 

￥ ５ ０ ０ ０ ０ 

￥ ０ 

１ 

2 3 

4 

5 

6 

7 
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活動結果報告書記入要領                               

第８号様式 (第１２条関係)  
 

自主防災活動結果報告書 

実施年月日 活  動  内  容 助成金を使用した物品等の金額の内訳 助成金使用金額 

令和○○年 
4 月 1 日～ 
令和○○年 
3 月 31 日 

内容：ボランティア保険加入 

場所：主として○○学区内 

（保険の適用範囲：日本国内） 

対象：○○自主防災会役員 

人数：３０人 

保険料 
１口600 円×30 人＝18,000 円 

10,000 円 

令和○○年 
5 月○○日 

実施内容：○○自主防災会総会 

場所：○○自治会館 

参加対象：自主防災会役員、自

主防災部長 

人数：３０名 

会場使用料 1,000 円(税込) 

資料印刷代10 円×5 枚×30 部 

＝1,500 円(税込) 

案内印刷（配布対象：自主防災部長） 

10 円×60 枚＝600 円(税込) 

お茶代  108 円×30 本＝3,240 円(税込) 

          合計 6,340 円（税込） 

5,000 円 

令和○○年 
7 月○○日 

実施内容：防災研修 

（9:00～15:00） 

場所：活動センター 

参加対象：学区民 

人数：４５名 

交通費（貸切バス往復） 70,000 円（税込） 

昼食代 400 円×45 個－50 円（値引き） 

＝17,950 円（税込） 

合計87,950 円（税込） 

18,000 円 

令和○○年 
9 月○○日 

実施内容：総合防災訓練 

場所：○○小学校 

参加対象：学区民 

人数：150名 

訓練用物品購入費 

 

・配給訓練食料 

458 円（6 パック入）×25 個×1.08 

＝12,366 円（税込） 

・コピー用紙（A4・500 枚入） 

 398 円（500 枚/包）×5 包×1.1 

＝2,189 円（税込） 

・養生テープ 

 230 円×3 個×1.1＝759 円（税込） 

・乾電池（単2×4 本入） 

 350 円×3 個×1.1＝1,155 円（税込） 

 

合計16,469 円（税込） 

15,000 円 

令和○○年 
1 月○○日 

実施内容：防災研修 

場所：市民防災センター 

参加対象:自主防災会役員 

人数：１１名 

交通費 

京都市営地下鉄往復 

（烏丸御池～十条） 

11 枚綴り回数券×2 

    5,200 円（税込） 

2,000 円 

合   計   50,000 円 

注１ 活動内容の欄には、実施内容、場所、参加対象及び人数を実施順に簡潔に記入してください。 
２ 助成金を使用した物品等の金額の内訳の欄には、左欄に記載した活動に係る助成金の内訳につい

て、品名、数量、価格及びそれらの金額の合計を簡潔に記入してください。 
３ 別紙「領収書等貼付用紙」に助成金の支出に関する領収書等を貼付してください。 

1 

3 

4 

5 

2 
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記入時の注意点 

① 回覧や案内状作成の場合は、必ず配布対象を記入してください。 

② 食事を伴う場合や研修でイベントに参加する場合は、必ず活動の開始〜終了時間を記入
してください。 

③ 値引きがある場合は、その旨を必ず記入してください。支払い時に各種ポイントサービ
スなどを使用している場合は、ポイント分を除いた金額のみ、助成金の交付対象となりま
す。 

④ 領収証等の明細で単価、数量等がわかる場合は、報告書への明細の転記は不要です。 

 

 
 

通費（貸切バス往復） 70,000 円（税込） 

昼食代 400 円×45 個－50 円（値引き） 

＝17,950 円（税込） 

合計87,950 円（税込） 
18,000 円 

 

炊き出し訓練材料費 
（豚汁、おにぎり 300 名分） 

領収書明細記載のとおり 
15,000 円 

 

通費 
京都市営地下鉄往復 
（烏丸御池〜十条） 
11 枚綴り回数券×2 
    5,200 円（税込） 

2,000 円 

⑤ 交通費で領収書がない場合は記録している内容を記入してください。 

 

報告書を作成する場合、あいまいな表現（約、およそ、その他）ではなく、活動に参加

された人数や単価、数量等を明記してください。⇒ 品名 単価×数量×税率＝税込金額 

参考として、訓練用物品を購入した場合の記入例を  に記載しています。 

領収書やレシートに記載されている購入物品等と相違がないか確認してください。 

数量については、Ｐ４の＜数量基準等＞を参照してください。 

  

 

4 
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領収書等貼付用紙記入・貼付要領                             

  

   〇年〇  〇 

 〇〇〇〇〇〇 

   〇年〇  〇 

 〇〇〇〇〇〇 

重ならないように貼付 

26



  

   〇年〇  〇 

 〇〇〇〇〇〇 

   〇年〇  〇 

 〇〇〇〇〇〇 

交付対象外の物品には二重線 

○○年○○月○○日 

27



  

   〇年〇  〇 

 〇〇〇〇〇〇 
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領収書の注意点 

■ 実施年月日と活動内容を記入し、当該活動にかかった経費ごとにまとめてください。 

■ 領収証やレシート、支払証明書の写しを重ならない
・ ・ ・ ・ ・

ように貼付してください。飲料等、
複数の活動分をまとめて購入する場合は、最初の活動分に貼付してください。原本は、自
主防災会で５年間保管してください。 

■ 宛名欄には、「自主防災会名」又は「自主防災会名と会長名」が記載されている必要が
あります。 

領収書の宛名は、「誰が購入したのか」を証明するために必要となる重要な項目です。 

■ 宛名欄に会長以外の購入者が記載されている場合は、購入者が自主防災会の役員である
ことが分かるように、役員名簿を添付してください。 

購入者が会長や役員であっても、法人名や屋号の宛名は一切認められません。 

■ 通販サイトなどで物品を購入し、領収書を印刷した場合は、宛名が空欄のものがありま
す。その場合は、宛名欄に「自主防災会名」を記入してください。 

また、お届け先欄に記載されている住所及び氏名が自主防災会長以外の役員である場合
は、役員名簿を添付してください。 

 

■ レシートは、領収証とは違い宛名欄がありませんが、取引年月日、店舗名、サービス・
商品名、金額及び税額が明確に記載されていれば問題ありません。 

■ ポイントやクーポン等で支払った分の経費は、値引きと同じ扱いになり、助成金の交付
対象外となります。 

商品の配送先 

「自主防災会名」を記入 
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■ 代金引換の場合は、商品配達時に運送業者から「領収証（送り状）」が発行されますが、
荷物に貼付されている場合が多いので、誤って廃棄しないよう注意してください。領収書
を紛失された場合、助成金を交付することはできません。 

領収証（送り状）の例 

■ 発行日は、原則として交付決定後から活動実施日までの日付のものが対象です。 
バスの庸車等、活動後の日付となる場合は、ただし書きにバスを庸車した日や納品日等

を記入してください。（例︓令和〇年〇月〇日の貸切運行費として） 

■ ただし書きに、物品の内容や内訳が記載されている必要があります。 
記載されているべき内容は、物品名（「商品代」等、抽象的な表現は不可）、個数です。 
複数の物品を購入している場合は、物品ごとの金額がわかるように記載されている必要

があります。 

■ 助成金の交付対象となる物品と対象外の物品を同時に購入している場合は、両者が区別
できるように、対象外の物品を二重線で消してください。 

■ ボランティア保険については、振込日や保険期間等を確認するため、「ボランティア保
険加入申込票」に「振替払込請求書兼受領証」が貼付されたものの写しを添付してくださ
い。（保険期間が確認できないため、「振替払込受付証明書」は不可） 

■ 領収証と領収証明細が一体となっている場合、領収証として必要な情報の一部が領収証
明細に記載されているため、切り離さないでください。 

 

この部分が領収証 

○○自主防災会 

■■■■■■■ 

30



■ 銀行振込等で領収書が発行されない場合、注文書や請求書では支出を確認することがで
きません。その場合は、「銀行利用明細書」・「振込資金受取書」等支出を確認できる書類を
貼付し、活動結果報告書（第８号様式）に支出の内訳を記入してください。 

銀行利用明細書・振込資金受取書等の例 

■ 添付する役員名簿は、原則として自主防災会の名簿としますが、自主防災会が地域の自
治組織の構成団体となっている場合は、自主防災会の役職が明記されていれば、当該自治
組織の役員名簿でも可とします。 

自治組織の役員名簿の例 
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交付確定通知書（第９号様式）                            

受領すれば、自主防災会名等、記載事項を確認してください。  

32
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算書記入要領                                   

  

〇〇 

50,000 

✓ 

40,000 

50,000 

40,000 

10,000 

令和〇 〇〇 〇〇 

京都市〇〇区〇〇通○○番地 

〇〇学区自主防災会 

会長 京消 太郎 

０７５ 〇〇〇 ○○○○ 

１ 

2 3 

5 

4 

6 
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記入時の注意点 

① 返納金の有無によって提出日が異なります。 

■ 返納金がある場合 
交付確定通知書と同時に返納通知書を送付します。 
金融機関で返納金を返納した日付（スタンプの日付）と同日か以降の日付で、精算書

と合わせて返納通知書領収書の写しを提出してください。 
■ 返納金がない場合 

交付確定通知書の日付と同日か以降の日付で提出してください 

② 住所は「京都市」から記入してください 

③ 自主防災会の正式名称、役職名、代表者の氏名、電話番号（携帯電話でも可）を記入し
てください。 

④ 金額欄に受け取った助成金額を記入してください。 
変更承認を申請し、追加交付を受けた場合など、複数回助成金を収入した場合は、順に

行を分けて記入してください。 
収入時期欄には、口座に入金された時期、又は窓口で助成金を受け取った時期を記入し

てください 

⑤ 使用した助成金の金額を記入してください。 

⑥ 返納金がある場合は、「あり」のチェックボックスに✓印を記入し、括弧内に返納金額
を記入してください。 

返納金がない場合は、「なし」のチェックボックスに✓印を記入してください。 

 

返納金がある場合は、返納通知書領収書の写し（右図）

を合わせて送付してください。 
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６ 代表者変更 
代表者変更届                                      

代表者変更届について 代表者変更届（第６号様式） 

 

代表者変更届記載要領                                     
  

交付申請後から実績報告（精算書提出）までの間に、自主防災組織
の代表者が変更となった場合は、代表者変更届の提出が必要です。 

交付申請前や実績報告後に代表者が変更となった場合は、提
出する必要はありません。 

会長 都 京子 

会長 京消 太郎 

令和〇  〇〇  〇〇 
１ 

京都市〇〇区〇〇通○○番地 

〇〇学区自主防災会 

会長 京消 太郎 

０７５ 〇〇〇 ○○○○ 

2 3 

4 

5 
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記入時の注意点 

① 年月日を記入してください。 

② 新代表者の住所を「京都市」から記入してください。 

③ 自主防災会の正式名称（学区や地区、校区などの記入の有無を含む）、役職名、新代表
者の氏名、電話番号（携帯電話でも可）を記入してください。 

④ 新代表者の役職と氏名を記入してください。 

⑤ 旧代表者の役職と氏名を記入してください。 
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